
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

設定等年月日

標準処理期間 総日数 ９０日（休日を含む）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日

がなお負担すべき額が合算の対象となる。（７０歳に達する月以前の
療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る一部負担金

申請書の記載事項
１ 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者

相当額が２１，０００円以上のものに限り合算できる。）

≪高額療養費の支給申請≫ 国民健康保険法施行規則第２７条の１７
法第５７条の２の規定により高額療養費の支給を受けようとするとき
は、世帯主は、高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならな
い。

≪高額療養費の支給要件≫ 国民健康保険法施行令第２９条の２
○ 高額療養費は、一部負担金等世帯合算額（食事療養、生活療養を除
く）が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した
額とする。
○ ７０歳に達する月以前の療養に係るものにあっては、一部負担金が
２１，０００円以上のものに限り合算できる。
○ 特定給付対象療養費（公費）に係るものにあっては、当該被保険者

基 準
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高額療養費の支給

国民健康保険法

第５７条の２第１項

（電話 ６２１－５１５９）

平成２４年 ８月 １日設定（平成２７年４月１日最終変更）

（ロにおいて「病院等」という。）について受けた療養（７０歳に達
する日の属する月以前の療養にあっては、当該療養に係る令第２９条
の２第１項第１号イからヌまでに掲げる額が２１，０００円（令第２
９条の３第６項に規定する７５歳到達時特例対象療養に係るものにあ

平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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＜７０歳～７４歳＞

多数回該当: 同一世帯で、療養があった月以前の１２月間に高額療
養費が支給された月数が３月以上あるときは、４回目からの基準額が
引き下げられる。

 (3) その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養
のあった月の属する年の前年（当該療養のあった月が１月から７月
までの場合にあっては、前々年）の基準所得額（※１）を合算した
額が６００万円を超え９０１万円以下の場合

【区分：ア】
 (2) その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養

のあった月の属する年の前年（当該療養のあった月が１月から７月

＜７０歳未満＞

【区分：イ】

【区分：エ】
 (4) その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養

【区分：ウ】
 (1)  次号から第５号までに掲げる場合以外の場合 

までの場合にあっては、前々年）の基準所得額（※１）を合算した
額が９０１万円を超える場合

っては、１０，５００円）以上であるものに限る。）についてそれぞ
れ次に掲げる事項
イ その療養を受けた被保険者の氏名
ロ その療養を受けた病院等の名称及び所在地
ハ 傷病名
ニ 療養期間
ホ その療養につき支払った令第２９条の２第１項第１号イからヌま
でに掲げる額
へ その療養が令第２９条の２第１項第２号に規定する特定給付対象
療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払った額

２ 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の１２
月間に受けた療養について当該保険者より令第２９条の２第１項から

≪高額療養費算定基準額≫ 国民健康保険法施行令第２９条の３

第４項までの規定による高額療養費が支給されている月数が３月以上
あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
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基 準

３ 被保険者証の記号番号

区分 基準所得(※1) 多数回該当
ア 901万円超 140,100円

イ 600万円超
901万円以下 93,000円

ウ 210万円超
600万円以下

エ 210万円以下

オ 市民税
世帯非課税 24,600円

252,600円＋(医療費総額－842,000円)×1%

167,400円＋(医療費総額－558,000円)×1%

80,100円＋(医療費総額－267,000円)×1%

57,600円

35,400円

44,400円

３回目まで

外来
(個人単位)

低所得Ⅱ 8,000円

低所得Ⅰ 8,000円

現役並み所得者

一般

44,400円

12,000円

80,100円＋(医療費総額－267,000円)×1%
多数回該当：44,400円 

44,400円

24,600円

15,000円

所得区分(※2)
入院及び世帯
(世帯単位)



（※１）基準所得 《国民健康保険法施行令第２９条の３第２項》
２ 前項第２号から第４号までの基準所得は、第２９条の７第２項第４
号に規定する基礎控除後の総所得金額等の例（その算定の際第２９条
の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特
例対象被保険者等でなくなった日以降の最初の７月３１日までの間に
ある被保険者の総所得金額に所得税法第２７条第１項に規定する給与
所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条
第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額
によるものとする。第２９条の４の３第２項において同じ。）により

（※２）所得区分 《国民健康保険法施行令第２９条の３第４項》
【現役並み所得者】 法第４２条第１項第４号が適用される者。
【一般】 現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱのいずれにも該当しない者。
【低所得Ⅱ】市町村民税世帯非課税の場合（低所得Ⅰを除く。）
【低所得Ⅰ】第１項第５号イ（※３）に定める者の全てについて療養の
あった月の属する年度（当該療養のあった月が４月から７月までの場
合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税に係る
同法第３１３条第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る
所得税法第２条第１項第２２号に規定する各種所得の金額（同法第３
５条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条
第４項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計
額が７０万円に満たないときは、７０万円」とあるのは「８０万円」
として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第２９条の
４の３第３項第４号において同じ。）並びに他の所得と区分して計算

≪７５歳到達時特例対象療養≫
国民健康保険法施行令第２９条の３第５項及び第６項

第１条 この政令は、平成２７年１月１日から施行する。

≪平成２６年１２月まで≫

附則（平成２６年１１月１９日 政令第３６５号） 抄

（施行期日）

額が２１０万円以下の場合
【区分：オ】

の行う国民健康保険の被保険者である者

例で定めるところにより市町村民税が免除される場合。（これらの
者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に

度（当該療養のあった月が４月から７月までの場合は前年度）分の
地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条

算定するものとする。

 (5)  イ（※３）に定める者の全てについて療養のあった月の属する年

のあった月の属する年の前年（当該療養のあった月が１月から７月
までの場合にあっては、前々年）の基準所得額（※１）を合算した
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（※３）
イ 被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当
該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村

基 準

される所得の金額がない場合。

住所を有しない者である場合を除く。第４項第３号において「市町
村民税世帯非課税の場合」という。）

外 来 入院及び世帯
（個人単位） （世帯単位）

40,050円＋(医療費総額－133,500円)×1%
多数回該当：22,200円

一般 6,000円 22,200円
低所得Ⅱ 4,000円 12,300円
低所得Ⅰ 4,000円 7,500円

所得区分(※2)

現役並所得者 22,200円



以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養につ
いては、なお従前の例による。
２ 新国保令第２７条の２第３項第３号の規定は、昭和２０年１月１
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かつ７０歳に達する日の属する月の翌月以後である国民健康保険の
被保険者の属する世帯に属する者を除く。）については、適用しな

る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

日以前に生まれた国民健康保険の被保険者（同月２日以後に生まれ、

い。
第１７条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定によ

（国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置）
第１６条 第６条の規定による改正後の国民健康保険施行令（以下「
新国保令」という。）第２７条の２第３項第３号の規定は、施行日


